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就学援助の申請期限 もうすぐです 

 

 

大阪市では、お子さまが、 安心して楽しく学校で勉強できるように、 学校生活で必要なお金

について助ける制度があります。 

就学援助の申し込みをしたい方は、申し込みに必要な書類を学校へ出してください。 

 

 

 1 締 切     令和７年 6月３０日（月）  
※「申請書」と「援助を受けられる条件に当てはまることを証明する書類」を出してださい。 

※締切を過ぎると、援助されるお金が少なくなります。 

 

2 提出先     大阪市立日本橋中学校 事務室 

           （〒55６-00０４ 大阪市浪速区日本橋西１－７－６） 

※浪速区の小学校と中学校にきょうだいがいるご家庭は、通っている小中学校のどちらかに

まとめて出すこともできます。 

 

 ３ その他 

●申し込みは毎年必要です。 

     ●申し込み用紙をなくされた方は、事務室にありますのでご連絡ください。 

●申し込みを受け付けた方には「受領書」をお渡ししています。 

      お手元に受領書がなく申し込みをしたかどうかわからない場合は、事務室にお問い合わせ 

ください。 

      ●現在、生活保護を受けている方も申請してください。 

 
（お問い合わせ先） 

日本橋中学校 

事務室 宇埜（うの） 

TEL：06－6633－3751 


